
全国健康関係主管課長会議

健康局

疾病対策課

難病対策の改革に向けた取組について（概要）

○ 難病（※）の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を
持って生きられる共生社会の実現を目指す。
※ 原因不明で、治療方法が未確立であり、生活面で長期にわたり支障が生じる疾病のうち、がん、生活習慣病等別個の対策の体系がないもの

○ 国による基本方針の策定
難病対策に係る基本方針を定め、医療や研究開発の推進を図るとともに、福祉や雇用などの他の施策との連携を図る。

難病対策の基本理念及び基本的事項

１．医療費助成の基本的な考え方

○ 新たな医療費助成は、治療研究を推進する目
的に加え、福祉的な目的を併せ持つ

２．医療費助成の対象疾患及び対象患者
○ 対象疾患は、患者数が人口の0.1％程度以下
等であり、客観的な指標に基づく一定の診断基
準が確立しているもの

○ 対象患者は、症状の程度が重症度分類等で
一定程度以上の者、もしくは高額な医療を継続
することが必要な者

３．患者負担の在り方について

○ 負担割合を３割から２割に軽減し、所得に応じ
て負担限度額等を設定

○ 人工呼吸器等装着者の更なる負担の軽減

○ 現行の事業の対象であった者については、３
年間の経過措置

４ 「医療受給者証（仮称）」の交付
○ 都道府県が対象患者に交付

１．治療方法の開発に向けた難病研究の推
進

○ 診断基準の作成を行う研究や診療ガイ
ドラインの作成の推進

○ 病態解明を行い、新規治療薬等の開発
等を推進

２．難病患者データベースの構築

○ 患者全員が登録可能。データを登録し
た患者に難病患者登録証明書（仮称）を
発行

○ 「難病指定医（仮称）が正確に診断し、
患者データの登録を実施

３．医療提供体制の確保

○ 新・難病医療拠点病院（総合型）（仮称）
や指定医療機関（仮称）の指定

○ かかりつけ医等による日常診療

○ 難病医療支援ネットワーク（仮称）等に
より、正しい診断ができる体制を整備

１．難病に関する普及啓発
○ 難病情報センターにおける情報の充実

２．難病患者の社会参加のための支援
○ 難病相談・支援センターの機能強化

○ 症状の程度等に応じた取組の推進

３．福祉サービスの充実

○ 医療費助成の対象疾患の拡大に伴う障
害福祉サービスの対象疾患の拡大

４．就労支援の充実

○ ハローワークと難病相談・支援センター
の連携強化等

５．難病対策地域協議会（仮称）

○ 保健所を中心とした難病対策地域協議
会（仮称）の活用等による適切な支援

第１．効果的な治療方法の
開発と医療の質の向上

第２．公平・安定的な
医療費助成の仕組みの構築

第３．国民の理解の促進と
社会参加のための施策の充実

平成25年12月13日 厚生科学審議会
疾病対策部会 難病対策委員会
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第１．効果的な治療方法の開発と医療の質の向上

○ 難治性疾患政策研究事業及び難治性疾患実用化研究事業がお互いに連携しながら、治療方法の開発に向
けた難病研究の推進に取り組む。

○ 症例が比較的少ない難病について、一定の症例数を確保し、研究の推進や医療の質の向上に結びつける。

○ 難病研究で得られた成果は、難病情報センター等を通して、広く国民にわかりやすく最新情報を提供する。

難治性疾患政策研究事業

○診断基準の作成
○診療ガイドラインの作成、
改訂、普及

○疫学研究
○難病患者ＱＯＬ調査

等

難治性疾患実用化研究事業

難病患者

【総額１０４億円】

治験等へ
の参加等

データの
登録等

○病態解明、遺伝子解析や新規治療薬・医療機器等の開発につなげる研究等

先天性ミオパチーの疾患責任
遺伝子KLHL40の発見【例示】

小児重症拡張型心筋症への
骨格筋芽細胞シートを用いた

再生治療等【例示】

難治性潰瘍を伴う
免疫疾患に対する
体外衝撃波治療法等

【例示】

ＡＬＳに対する
HGF髄腔内投与

【例示】

リンパ脈管筋腫症に対する
シロリムス内服【例示】

多系統萎縮症の原因遺伝子
COQ2の発見【例示】

・新たな治療法開発等を通じ
た研究成果の還元

・難病情報センターを通じて疾
患に関する最新情報を提供

情報提供
連携

第１．効果的な治療方法の開発と医療の質の向上（患者の診療の流れとその支援の体制）

各分野の学会

難病医療支援
ネットワーク（仮称）

難病研究班

国立高度専門
医療研究センター

患者

難病医療地域
基幹病院（仮称）

三次医療圏

二
次
医
療
圏

紹介

紹介

紹介

・県内において診断可能な疾患を増やす。

新・難病医療拠点病院（総合型）（仮称）

・診断の補助や治療
に関する情報提供等

・極めて希少な疾患に関する問い合わせ
・特定の機関でのみ検査可能な疾患の検体送付
・特定の機関でのみ診断可能な患者を紹介

新・難病医療拠点病院（領域型）（仮称）

・総合型と連携して特定の領域で専門的な診断を行う。

《全国的な取組》

○ 正しい診断や、適切な治療が行える医療提供体制の構築
・「新・難病医療拠点病院（総合型）（仮称）」を三次医療圏ごとに原則１か所以上、「新・難病医療拠点病院（領
域型）（仮称）」を適切な数を指定
・「難病医療地域基幹病院（仮称）」を二次医療圏に１か所程度指定する。

・国立高度専門医療研究センター、難病研究班、それぞれの分野の学会等が連携して「難病医療支援ネット
ワーク（仮称）」を形成し、全国規模で正しい診断ができる体制を整備

※いずれにおいても
最初の診断と治療
方針の決定は指定
医が行うことで、正
確な診断と適切な治
療を確保する。

受診

診断 難病指定医
（仮称）

かかりつけ医
等

治療
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＜自己負担割合＞
○ 自己負担割合について、現行の３割から２割に引下げ。

＜自己負担限度額＞

○ 所得の階層区分や負担限度額については、医療保険
の高額療養費制度や障害者の自立支援医療（更生医
療）を参考に設定。

○ 症状が変動し入退院を繰り返す等の難病の特性に配
慮し、外来・入院の区別を設定しない。

○ 受診した複数の医療機関等の自己負担（※）をすべて合
算した上で負担限度額を適用する。

※ 薬局での保険調剤及び医療保険における訪問看護ステーション

が行う訪問看護を含む。

＜所得把握の単位等＞
○ 所得を把握する単位は、医療保険における世帯。所得
を把握する基準は、市町村民税（所得割）の課税額。

○ 同一世帯内に複数の対象患者がいる場合、負担が増
えないよう、世帯内の対象患者の人数で負担限度額を按
分する。

＜入院時の食費等＞
○ 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担
について、患者負担とする。

＜高額な医療が長期的に継続する患者の特例＞
○ 高額な医療が長期的に継続する患者（※）については、自
立支援医療の「重度かつ継続」と同水準の負担限度額を設
定。
※ 「高額な医療が長期的に継続する患者（「高額かつ長期」）とは、
月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年間６回以上ある者（例
えば医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円を超え
る月が年間６回以上）とする。

○ 人工呼吸器等装着者の負担限度額については、所得区分
に関わらず月額1,000円とする。

＜高額な医療を継続することが必要な軽症者の特例＞
○ 助成の対象は症状の程度が一定以上の者であるが、軽症
者であっても高額な医療（※）を継続することが必要な者につ
いては、医療費助成の対象とする。
※ 「高額な医療を継続すること」とは、月ごとの医療費総額が33,330
円を超える月が年間３回以上ある場合（例えば医療保険の３割負担
の場合、医療費の自己負担が１万円以上の月が年間３回以上）とす
る。

＜経過措置（３年間）＞
○ 既認定者の負担限度額は、上記の「高額かつ長期」の負
担限度額と同様とする。

○ 既認定者のうち現行の重症患者の負担限度額は、一般患
者よりさらに負担を軽減。

○ 既認定者については、入院時の食費負担の１/２は公費負
担とする。

第２．公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築（難病に係る新たな医療費助成の制度①）

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年間６回以上ある者（例えば医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負
担が１万円を超える月が年間６回以上）。

☆新たな医療費助成における自己負担限度額（月額） （単位：円）

階 層
区 分

階層区分の基準
（（ ）内の数字は、夫婦２人世帯の場

合における年収の目安）

患者負担割合：２割

自己負担限度額（外来＋入院）

原則 既認定者（経過措置３年間）

一般
高額かつ
長期
（※）

一般
現行の
重症患者

人工
呼吸器等
装着者

人工
呼吸器等
装着者

生活保護 － 0 0 0 0 0 0

低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
（世帯）

本人年収
～80万円

2,500 2,500

1,000

2,500

2,500

1,000

低所得Ⅱ
本人年収
80万円超～

5,000 5,000 5,000

一般所得Ⅰ
市町村民税

課税以上約7.1万円未満
（約160万円～約370万円）

10,000 5,000 5,000

5,000
一般所得Ⅱ

市町村民税
約7.1万円以上約25.1万円未満
（約370万円～約810万円）

20,000 10,000 10,000

上位所得
市町村民税約25.1万円以上

（約810万円～）
30,000 20,000 20,000

入院時の食費 全額自己負担 １／２自己負担

第２．公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築（難病に係る新たな医療費助成の制度②）
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○ 難病に関する普及啓発を推進、充実させる。

○ 難病に関する相談体制の充実、難病相談・支援
センターなどの機能強化を図る。

○ 障害福祉サービス等の対象疾患を拡大する。

第３．国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実（新たな難病患者を支える仕組み）

新・難病医療拠点病院
（仮称）

患者

難病医療地域基幹
病院（仮称）

指定難病医療機関
（仮称）（かかりつけ医）

保健所

福祉サービス

訪問看護
ステーション

患者会・家族会

適切な医療を受けたい

不安

働きたい

快適に生活したい

ハローワーク

難病相談・
支援センター

調剤薬局

在宅療養したい

二次医療圏

対象となる難病等を現
在の130疾患から拡大

「難病患者就職サポーター」の活用や
「発達障害者・難治性疾患患者雇用
開発助成金」等の施策による就労支
援の充実

企業に対して、難病患者の雇用
管理等に関する情報を提供

・人的体制の充実

・全国の取組内容等を共有するな
ど、全国のセンター同士のネット
ワークを構築し、質を底上げ

保健所を中心に、「難病対策
地域協議会（仮称）」を設置す
るなど、地域の医療・介護・福
祉従事者、患者会等が連携し
て難病患者を支援難病情報センター

都道府県

患者の相互支援の
推進、ピアサポート
の充実 都道府県

○ 「難病患者就職サポーター」や「発達障害者・難治性

疾患患者雇用開発助成金」等の施策により就労支援を
充実させる。

○ 「難病対策地域協議会（仮称）」を設置するなどして、
総合的かつ適切な支援を図る。

○難治性疾患克服研究事業等 １０４億円（１０２億円）

難病研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模のデータベースを活用するなどし、疫学、病態解明、新規治療法の開発、再生医療技

術を用いた研究を行うとともに、難病政策と一体となった調査研究を推進する。

また、希少疾患の中でもきわめて患者数の少ない疾病等の医薬品や医療機器をはじめ、再生医療等製品の開発に対する支援を行い、製品化

を推進する。

○公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築 ６０８億円（４４０億円）

難病患者への医療費助成については、都道府県の超過負担の解消を図るとともに、平成２６年通常国会に難病新法を提出し、平成２７年１

月から、新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立し、対象疾患の大幅な拡大等を図る（平成２６年１２月末までの現行制度に係る経

費は、従来の特定疾患治療研究事業として実施）。

○難病対策の推進のための患者データ登録整備事業 ３１百万円（１５２百万円）

難病患者テータの精度の向上と有効活用、国際協力の推進を図るため、新たに患者データ登録システムを運用し、患者・国民・医療現場に

成果を還元できる仕組みを構築していく。

○難病相談・支援センター事業 ３１７百万円（１４４百万円）

難病患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援が行えるよう、都道府県毎の活動拠点となる「難病相談・支援センター」を設

置し、地域における難病患者支援対策を一層推進する。

○重症難病患者入院施設確保事業 １４７百万円（１４０百万円）

都道府県毎に難病医療連絡協議会、難病医療拠点病院・協力病院を設置し、入院治療が必要となった重症難病患者に対する適切な入院施設

の確保等を行う事業に加え、在宅療養中の重症難病患者のレスパイト入院のための病床を確保するための事業を行うことにより、病院医療体

制の整備を図る。

○難病情報センター ３４百万円（ ２０百万円）
難治性疾患克服研究事業等の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等の情報を収集・整
理し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報の提供等を行う。

※（ ）は平成２５年度予算 計 ７１９億円（５４９億円）

平成２６年度 主な難病対策に関する予算（案）
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(1) 基本方針の策定

• 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。

(2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立

• 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病（指定難病）の患者に対して、医療費を支給。
• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。
• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。
• 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。
• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その２分の１を負担。

(3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進

• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。

(4) 療養生活環境整備事業の実施

• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。

法案提出の趣旨

平成27年１月１日

施行期日

法律案の概要

難病の患者に対する医療等に関する法律案の概要

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成

(注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立する

ほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。

（注）現在は法律に基づかない予算事業（特定疾患治療研究事業）として実施している。

※児童福祉法の一部を改正する法律案（小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化）と同日

難病の新たな医療費助成制度について

○ 医療費助成の対象疾患の拡大

・ 対象疾患数：５６疾患 → 約３００疾患（対象となる候補の疾患数）

・ 受給者数：約７８万人（平成２３年度） → 約１５０万人（平成２７年度）（試算）

年度 平成23年度（実績） 平成25年度（見込） 平成27年度（試算）

総事業費
（国費）

約１，１９０億円
（約２８０億円）

約１，３４０億円
（約４４０億円）

約１，８２０億円
（約９１０億円）

○ 委員会とりまとめ（案）の考え方に基づいて、医療費助成を行った場合の
事業規模の試算
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新制度導入による医療費の自己負担額について（試算）（その１）

＊試算の前提条件

・平成23年10月から平成24年9月診療分のレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いて、
現行制度から新制度に移行した場合を仮定し、患者一人当たりの自己負担増減額を試算。

現行制度
平均自己負担額 約4,800円

新制度（平成27年度）
平均自己負担額 約3,200円

新制度導入による１月当たり自己負担額の変化

既認定者 約1,300円
新規認定者 約11,900円

【参考】他制度における１月当たりの平均自己負担額

〇 障害者医療（更生医療）約3,200円、後期高齢者医療（75歳以上の高齢者）約6,300円。
・ 障害者医療（更生医療）における平均自己負担額については、肢体不自由者の人工関節置換術など
一時的な手術等の治療のみを受ける者を除くため、福祉行政報告例により平均受診月数が６ヶ月
以上と推計される障害のある者について算出。

既認定者 約2,900円
新規認定者 約3,800円

（出典）厚生労働省健康局疾病対策課調べ

１）既認定者【経過措置を適用】 （対象者数 平成23年度78万人（実績） → 平成27年度100万人（試算））

階層区分
自己負担額の増減割合

患者一人当たり月額平均自己負担額

現行制度 新制度導入後

減少 増減なし 増加 ①自己負担額 ②自己負担額（☆）

低所得Ⅰ 10% 1% 0% 約8,500円 約1,600円

低所得Ⅱ 13% 2% 0% 約9,100円 約2,800円

一般Ⅰ 38% 7% 0% 約12,000円 約3,500円

一般Ⅱ 17% 4% 0% 約13,200円 約5,000円

上 位 8% 0% 0% 約18,700円 約7,600円

合 計 86% 14% 0% 約11,900円 約3,800円

２）新規認定者【原則を適用】（対象者数 平成27年度50万人（試算））

階層区分
（注）

自己負担額の増減割合
患者一人当たり月額平均自己負担額

現行制度 新制度導入後

減少 増減なし 増加 ①自己負担額 ②自己負担額（☆）

低所得Ⅰ 0% 0% 10% 0円 約1,500円

低所得Ⅱ 0% 0% 15% 0円 約2,500円

一般Ⅰ 6% 1% 39% 約1,300円 約2,500円

一般Ⅱ 5% 1% 16% 約2,400円 約3,700円

上 位 2% 0% 6% 約2,700円 約5,600円

合 計 12% 2% 86% 約1,300円 約2,900円

新制度導入による医療費の自己負担額について（試算）（その２）

注） 所得階層区分別の構成割合（低所得Ⅰ10％、低所得Ⅱ15％、一般Ⅰ46％、一般Ⅱ22％、上位8％）

☆） 人工呼吸器等装着者については、所得にかかわらず、自己負担限度額は最大1,000円となる。
※ 入院時の食費部分の給付見直しに伴い、既認定者のうち入院患者については、１月当たり平均2,600円自己負担が増加。
新規認定者については、従来より全額自己負担のため増減なし。

※ 割合（%）は四捨五入しているため、合計値が合致しない場合がある。
＊試算の前提条件

・平成23年10月から平成24年9月診療分のレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いて、現行制度から新制度
に 移行した場合を仮定し、患者一人当たりの自己負担増減額を試算。
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○発病の機構が明らかでなく

○治療方法が確立していない

○希少な疾病であって

○長期の療養を必要とするもの

難病の定義

患者数等による限定は行わず、他
の施策体系が樹立されて いない
疾病を幅広く対象とし、調査研究・

患者支援を推進

難病難病

指定難病指定難病

難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、
患者の置かれている状況からみて
良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、
厚生科学審議会（第三者的な委員会）の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

○患者数が本邦において一定の人数（注）に達しないこと

○客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること

（注）人口の0.1%程度以下であることを厚生労働省令において規定する予定。

医療費助成の対象

指定難病の検討の進め方

１．基本的な考え方
○ 厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）研究班「今後の難病対策の
あり方に関する研究」の整理を基にして「指定難病の４要件（※）＋診断基準」の要件を満た
し得ることを前提に、そのうち診断基準の要件を満たす可能性が高いと考えられる疾患から、
順次、検討を開始する。（次頁の「検討の開始に当たって」を参照。）
※ ４要件とは「①患者数が人口の0.1%程度以下、②原因不明、③効果的な治療方法未確立、④生活面への長期に
わたる支障」をいう。

２．当面の対応
○ 指定難病の指定については、法案が成立後速やかに厚生科学審議会に対象疾患等検討
委員会（仮称）を設置し、難病医療に係る見識を有する者による議論を行う。

○ 現行の特定疾患のうち、指定難病として指定されたものについては平成27年１月より医療
費助成を開始する。

○ 新規の疾患については、平成27年夏から医療費助成開始とする一方、患者の方々からは
できるだけ早い時期の開始が望まれていることから、それ以前に検討が進み指定が可能と
なった疾患については、平成27年１月より医療費助成を開始する。
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患者数

1000人以下
（不明含む）

1000人を上回り
5万人以下

5万人を上回り
人口の0.1%程度以下

診断基準
あり 約70疾患 約80疾患 10疾患以下

診断基準に
準ずるもの
あり

約100疾患 約60疾患 10疾患以下

検討の開始に当たって

○ 難治性疾患等克服研究事業研究班報告書※において、「４要件＋診断基準」の要件を満たす
可能性がある疾患について、患者数と診断基準に従って分類したものは以下のとおり。

（注）一部整理中のものあり

○ 上記の表を参考にすると、現段階で診断基準の要件を満たす可能性が高いと考えられる疾患
は 内の疾患、すなわち全体のおよそ半数程度。これらについて円滑に検討が進んだ
場合、指定難病として指定し、平成27年１月より医療費助成を開始することを想定。

○ あわせて、診断基準に準ずるものがある疾患等についても検討を行い、「４要件＋診断基準」の
要件を満たすと判断された場合には、指定難病として指定し、平成27年夏より医療費助成を開
始する。

※平成24年度 厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）
研究班「今後の難病対策のあり方に関する研究」報告書より一部抜粋

２０１3年度
（平成２５年度）

２０１４年度
（平成２6年度）

２０１5年度
（平成２7年度）

難病対策に係る法律の施行について（案）

通常国会

法
案
提
出
（
予
算
関
連
）

２月

予
算
案
閣
議
決
定
（
自
己
負
担
の
軽
減
措
置
を
含
む
）

新
法
成
立

○ 平成27年1月～：既存疾患と新規疾患（先行分）について、新たな医療費助成を実施
・ 新規疾患の指定には十分な準備期間が必要であり、平成27年夏から新たな制度の実施が想定されるが、できるだけ早い時期からの実施が望まれること
から、既存疾患と新規疾患の一部については、平成27年1月から前倒しで医療費助成を実施。

○ 平成27年夏～：新規疾患すべてについて、新たな医療費助成を実施
・ 新規疾患すべてについて、平成27年度の夏から医療費助成を実施。

既
存
疾
患
＋
新
規
疾
患
（先
行
分
）

の
患
者
が
対
象

1月

前倒し実施

完全
実施

○制度の運用を
決定

・政省令等による医
療費助成支給の
手続等の決定

・第三者的な委員
会において対象疾
患の選定や重症
度分類等の策定を
行う。

制度の大枠が決定
制度の詳細・運用を

決定

準備期間

準備期間

新規疾患の
一部を前倒しで

実施

新
規
疾
患
（先
行
分
以
外
）の
患

者
が
対
象

夏

第
一
次
実
施

第
二
次
実
施
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２０１３年厚生労働省エイズ動向委員会報告

近年のＨＩＶ感染者・エイズ患者の発生動向《平成2４年（確定値）》

合 計

H  I  V

エイズ

[単位：件]

ＨＩＶ エイズ

エイズ

新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者の状況

ＨＩＶ

２０１３年厚生労働省エイズ動向委員会報告

新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者 年代別内訳《平成2４年（確定値）》

新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者 感染経路別内訳《平成2４年（確定値）》
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ＨＩＶ抗体検査件数及び新規エイズ患者割合の推移（Ｈ１５～２４年）

75,539 

89,004 

100,287 

116,550 

153,816 

177,156 

150,252 

130,930 131,243 131,245 

34.4%
33.0%

30.6% 29.9%
27.9% 27.7%

29.7% 30.4% 30.9% 30.8%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

HIV抗体検査件数 新規感染者・患者報告数に占めるエイズ患者報告数の割合

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

HIV抗体検査件数 75,539 89,004 100,287 116,550 153,816 177,156 150,252 130,930 131,243 131,245

エイズ患者の割合 34.4% 33.0% 30.6% 29.9% 27.9% 27.7% 29.7% 30.4% 30.9% 30.8%

(件)

ＨＩＶ検査・相談事業（特定感染症検査等事業）について

場所や時間帯等、利用者の利便性に配慮した検査・相談を実施することにより、ＨＩＶ感染の早期
発見・早期治療及び利用者の行動変容を促進し、もってＨＩＶ感染の防止を図ること。

（１）保健所等におけるＨＩＶ検査・相談事業
保健所等において、ＨＩＶ・エイズに関する検査及び相談を希望する者に対して、個別相談及び無
料匿名のＨＩＶ抗体検査を実施する。
（２）エイズ治療拠点病院におけるＨＩＶ検査・相談事業
エイズ治療拠点病院において、個別相談及び有料のＨＩＶ抗体スクリーニング検査を実施する。
（３）重点都道府県等特別対策事業
地域の特性やＨＩＶ・エイズの動向を踏まえ、特別なＨＩＶ検査・相談体制を整備する。

（参考）検査・相談事業の強化期間
●HIV検査普及週間（６月１日～７日）
国民のHIV/エイズに関する意識の向上を図り、検査受検を奨励すべく、保健所等において、夜間・休日や
集客が見込まれる普及啓発イベントとの連携した検査・相談事業を展開
●世界エイズデー（１２月１日）
HIV感染者に対する差別・偏見の解消とエイズのまん延防止を目的にWHOにより制定された「世界エイズ
デー」に合わせ、イベント等の集客が見込まれる機会を利用するなどにより検査・相談を勧奨

１ 事業の目的

２ 事業概要

都道府県、保健所設置市、特別区
３ 実施主体
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HIV感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業について

診療所や訪問介護事業所等のＨＩＶ医療知識・技術の不足やエイズに対する差別・偏見により、感染者・患者が在宅医療・介護を受けられない。
→ 感染者・患者に対する在宅医療・介護の環境整備が喫緊の課題

①実地研修事業： 訪問看護師や訪問介護員等を中核拠点病院に派遣し、実地研修を行う。（各都道府県２名、１週間）

③HIV医療講習会： 都道府県医師会及び歯科医師会による、訪問診療を行うかかりつけ医や、地域の歯科医に対する講習会の開催。（各２５
都道府県）

②支援チーム派遣事業： 在宅療養・介護における対応困難な事例に対し、必要に応じて中核拠点病院から支援チーム （医師、看護師、相談
員等）を派遣する。

→HIV感染患者の透析について注意点をまとめた「HIV感染患者透析医療ガイドライン」（http://www.jsdt.or.jp/info/1084.html）を参考に

患者の高齢化に伴って、慢性腎臓病の増加が考えられ、今後、透析導入例が増加することが予想される。

HIV感染患者における透析医療について

（独）国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター（ＡＣＣ）のエイズケア研修及び地方ブロック拠点病院の実地研修に中核拠点
病院の看護師等を派遣し、連絡調整員として必要な能力の習得を図る。
・研修の受講に必要な費用の支援（旅費、宿泊費等）
・受講に伴い不足する看護師等の代替要員に係る経費の支援
・全国中核拠点病院連絡調整員会議の開催

中核拠点病院連絡調整員養成事業

エイズ治療の地方ブロック拠点病院への患者集中を解消するため、中核拠点病院制度が創設されたものの、中核拠点病院において病院内外の
調整を担う人材確保が困難な状況にあり、ブロック拠点病院への患者集中が解消されていない。

→ 中核拠点病院の看護師等を、病院内外の調整を行う連絡調整員として養成する必要がある。

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について

【概要】
ハンセン病患者であった方々などの福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在
する問題の解決の促進に関し、基本理念等を定めるとともに、ハンセン病問題の解決の
促進に関し必要な事項を定めるもの。（平成２０年６月成立 平成２１年４月施行）
※議員立法により成立

【主な内容】

１．国立ハンセン病療養所等の
在園・生活水準の保障

・国立ハンセン病療養所等における療養の確保
・国立ハンセン病療養所への再入所・新規入所の保障
・国立ハンセン病療養所における生活の保障

①意思に反する退所、転所の禁止
②医療・介護体制の整備
③地域開放

２．社会復帰・社会生活支援

３．名誉回復・死没者の追悼

・国立ハンセン病療養所等を退所した方等に対する給与金
の支給、相談・情報提供など

・ハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセ
ン病に関する正しい知識の普及啓発
・死没者の追悼など

※本法の施行に伴い「らい予防法の廃止に関する法律（平成８年法律第２８号）」は廃止となった。
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各国立ハンセン病療養所等の状況

○施設数 １３施設
○入所者総数 １，９７９名

※＜別掲＞
私立療養所（１施設、７名）

平成25年5月1日現在

まつおかほようえん

松丘保養園
（青森県・１１３名）

あまみわこうえん

奄美和光園（鹿児島県・４１名）

おきなわあいらくえん

沖縄愛楽園（沖縄県・２１５名）
みやこなんせいえん

宮古南静園（沖縄県・７８名）

おおしませいしょうえん

大島青松園（香川県・８２名）

こうやまふくせいびょういん

神山復生病院※（静岡県・７名）

とうほくしんせいえん

東北新生園
（宮城県・９９名）

たまぜんしょうえん

多磨全生園
（東京都・２３２名）

こくりつするがりょうようじょ

国立駿河療養所
（静岡県・７１名）

くりゅうらくせんえん

栗生楽泉園
（群馬県・1０７名）ながしまあいせいえん

長島愛生園
（岡山県・２６７名）

おくこうみょうえん

邑久光明園
（岡山県・１５５名）

きくちけいふうえん

菊池恵楓園
（熊本県・３３８名）

ほしづかけいあいえん

星塚敬愛園
（鹿児島県・１８１名）

※は私立療養所

ハンセン病対策について

■趣旨
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第５条において、地方公共団体の責務が規定されており、地域における

ハンセン病に関する普及啓発や当事者の福祉の増進等の取組を促進する必要がある。

◆ハンセン病問題対策促進会議の開催（都道府県担当者会議）【平成２１年度から実施】
法律施行後、具体的な施策の内容について検討する場を設け、各都道府県におけるハンセン病対策への取組を支援

することを目的として担当者会議を開催している。
開催：平成２６年３月５日（水）

◆ハンセン病対策促進事業【平成２４年度から実施】

○事業の目的
ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等を図るため、地方公共団体における新たな取組を支援すること
により、地域におけるハンセン病問題解決に向けた施策を推進する。

○事業の内容
都道府県及びハンセン病療養所所在市町がハンセン病に対する偏見・差別の解消等に向けて新たに取り組む普
及啓発事業について、経費の全部又は一部を支援する。

・パネル展や映画上映会の開催 ・シンポジウムや講演会の開催 など

事例を全国に還元することにより、当事者の意向に沿ったハンセン病に関する取組が促進される。

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等

を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の制度概要

ハンセン病療養所に入所したことにより、その家
族が生計困難になった場合に、その家族に対して、
生活保護の基準の例により援護を行う。

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第１９条

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条に
規定する援護に関する政令 第１条

種類 範 囲

生活援助 衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの

教育援助 義務教育に伴って必要な学用品、通学用品、学校給食費等

住宅援助 住居及び補修その他住宅の維持のために必要なもの

出産援助 分娩の介助等出産のために必要なもの

生業援助 生業に必要な資金、技能の修得及び就労等のために必要なもの

葬祭援助 火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの

国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費

◆親族に対する援護 ◆援護の種類及び範囲

■臨時福祉給付金（簡素な給付措置）及び子育て世帯臨時特例給付金について
厚生労働省では、平成２６年４月からの消費税率引き上げによる影響を緩和する等の観点から、低所得者に対する臨
時福祉給付金及び児童手当の対象となる児童に対する子育て世帯臨時特例給付金を支給することとしているが、生活保
護制度に準じて実施している国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護受給者については、平成２６年４月に消費税
率の引き上げによる影響分を織り込んだ生活保護基準の改定を想定していることから、両給付金の対象外となる。

● リウマチ・アレルギー特別対策事業

● リウマチ・アレルギー相談員養成研修会

リウマチ・アレルギー疾患対策について

【概 要】 かかりつけ医等を対象とした診療ガイドラインの普及、患者カード携帯による患者の自己管理の徹底、

地域住民への情報提供や病診連携の構築等を図る

【実施主体】 都道府県・政令指定都市・中核市

【実施事業】 ① 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施

② 患者カードの配布の促進ならびに患者の自己管理等正しい知識の普及啓発事業の実施

③ 喘息死並びにリウマチ及びアレルギー系疾患診療担当医師（医療機関）名簿や医療連携事例集の

作成等による医療情報の提供

④ 地域の喘息患者並びにリウマチ及びアレルギー系疾患患者の実態把握を目的とした分析調査の実施

⑤ エピペン講習等、リウマチ又はアレルギー疾患に関する事業

⑥ 事業実施の評価

【概 要】 都道府県、保健所設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）の保健関係、福祉関係等従事者並びに

都道府県等所管下の医療従事者を対象に、リウマチ、アレルギー疾患について必要な知識を修得して頂き、

地域住民への正しい知識の普及啓発を行うための相談体制の確保を図る。

【実施主体】 健康局疾病対策課

【開催時期】 全国５箇所での開催を予定
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● 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業

【概 要】 地域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修等を実施することにより、広くＣＫＤに関する

正しい知識の普及、ＣＫＤ対策に必要な人材の育成等を図る。

【実施主体】 都道府県・政令指定都市・中核市

【補 助 率】 １／２

【実施事業】 ① 患者等一般向けの講演会等の開催

② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施
③ ＣＫＤ診療に関わる医療機関情報の収集と提供
④ 事業実施の評価

● 慢性腎臓病（CKD）シンポジウムの開催について

CKDに関する正しい知識等を国民に広く情報提供することを目指し、世界腎臓デー（毎年3月の第2木曜日）
に併せて関係学会等と連携し開催。

関係者の皆様のご協力をお願いし、今後のCKD対策の普及に努めていきたい。

＜本年度の予定＞ 平成２６年３月１３日（木） 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内３−５−１）

普及啓
発

CKDの重要性・予防
法等を幅広く普及啓発

マスメディア、イン
ターネット、保健指導
の場などあらゆる機会
を活用

医療連携体制

かかりつけ医と専門医
療機関との連携促進

保健指導・栄養指導の
推進

地域における医療連携
システムの構築の推進

診療水準の向上

CKD診療ガイドライン
の作成、かかりつけ医へ
の普及

指導管理の技術の向上

糖尿病・循環器疾患等の
治療との連携

研究の推進

診療のエビデンス確
立と実践の研究

病態解明と治療法開
発に関する研究

人材育成

腎臓専門医の育成

専門医・かかりつけ
医の資質向上

専門的な保健指導を
行う保健師、看護師、
管理栄養士等の育成

腎疾患対策について

か ら だ の 痛 み 相 談 ・ 支 援 事 業

からだの痛み相談センター
（NPO法人いたみ医学研究情報センター）

１．電話相談
●医師及び看護師による医療相談（医療機関の紹介や症状に対する相談等）
・平日９時～17時
・医師1名（週２日勤務、高度な内容の相談、看護師への助言、FAQの作成・確認）
・看護師２名で対応（痛み医療の経験を有する者）

３．医療従事者向けの研修
●研修の開催
・新しい知見を含めた慢性の痛みへの対応能力を向上させる目的で、医療従事者（医師、
看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士）を対象とした研修会（愛知）を開催

・講師は研究メンバーから選出

２．痛み医療に関する知識の普及、啓発
●ホームページを用いた痛み医療に対する知識の普及、啓発
・ＦＡＱ等による質問事例の公開

●一般市民向け公開講座の開催
・年２回（東京、岡山）開催
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